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博物館法 (昭和26年法律第285号) 第13条第２項及び三重県博物館登録規則 (昭和27年三重県教育委員会規則
第59号) 第６条第２項の規定により､ 次のとおり公益財団法人石水博物館の三重県博物館登録原簿を変更します｡

平成23年５月17日
三重県教育委員会教育長 真 伏 秀 樹

１ 変更事項
設置者の住所 変更前 津市丸之内９番18号

変更後 津市垂水3032番地18
変更の理由 平成23年３月１日主たる事務所の移転による

所在地 変更前 津市丸之内９番18号
変更後 津市垂水3032番地18

変更の理由 平成23年４月20日博物館の用に供する建物の変更による

２ 変更期日 平成23年４月26日
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平成23年５月17日付け三重県公報第2291号に教育委員会関係規則が次のように掲載されました｡
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公 告 ○ 博物館の登録の変更 ……………………………………………………………… 社会教育･文化財保護室 １頁
お知らせ ○ 公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する規則の一部を改正する規則 …… 人 材 政 策 室 １頁

○ 東日本大震災に対処するための公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に
関する規則の特例に関する規則 ………………………………………………… 人 材 政 策 室 ２頁

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 七 年 三 重 県

条 例 第 二 号 ) の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。

平 成 二 十 三 年 五 月 十 七 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 飯 田 俊 司

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 清 水 明
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公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

改 正 す る 。
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公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 七 年 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に
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再生紙を使用しています
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第 十 二 条 第 二 十 二 号 中 ｢ 職 員 の 現 住 居 が 滅 失 し 、 又 は 損 壊 し た た め ｣ を ｢ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 そ の 他

こ れ ら に 準 ず る 場 合 で 、 職 員 が ｣ に 改 め 、 同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

イ 職 員 の 現 住 居 が 滅 失 し 、 又 は 損 壊 し た 場 合 で 、 当 該 職 員 が そ の 復 旧 作 業 等 を 行 い 、 又 は 一 時 的 に 避 難 し

て い る と き 。

ロ 職 員 及 び 当 該 職 員 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 の 生 活 に 必 要 な 水 、 食 料 等 が 著 し く 不 足 し て い る 場 合 で 、 当

該 職 員 以 外 に は そ れ ら の 確 保 を 行 う こ と が で き な い と き 。

第 十 二 条 第 二 十 四 号 中 ｢ 災 害 時 に お い て ｣ を ｢ 災 害 又 は 交 通 機 関 の 事 故 等 に 際 し て ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 七 年 三 重 県

条 例 第 二 号 ) の 規 定 に 基 づ き 、 東 日 本 大 震 災 に 対 処 す る た め の 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の

特 例 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 三 年 五 月 十 七 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 飯 田 俊 司

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 清 水 明
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東 日 本 大 震 災 に 対 処 す る た め の 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 特 例 に 関 す る 規 則

東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 を 支 援 す る 活 動 を 行 う 場 合 に お け る 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ( 平

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

あ る の は ｢ 五 日 ( 東 日 本 大 震 災 に 際 し 災 害 救 助 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 十 八 号 ) が 適 用 さ れ た 市 町 村 ( 東 京 都

の 市 町 村 を 除 く 。) の 区 域 内 に お い て 、 別 表 第 二 第 六 号 に 掲 げ る 活 動 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 十 日 )｣ と 、 同 条 中

｢ 第 十 二 条 各 号 ｣ と あ る の は ｢ 第 十 二 条 各 号 ( 東 日 本 大 震 災 に 対 処 す る た め の 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

る 場 合 を 含 む 。)｣ と 、 別 表 第 二 第 六 号 中 ｢ 災 害 救 援 活 動 ｣ と あ る の は ｢ 東 日 本 大 震 災 の 被 災 地 又 は そ の 周 辺 の 地

域 若 し く は 東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 を 受 け 入 れ て い る 地 域 に お け る 災 害 救 援 活 動 ｣ と す る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。
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成 七 年 第 四 号 ) 第 十 二 条 第 八 号 及 び 第 十 七 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 ｢ 五 日 ｣ と

に 関 す る 規 則 の 特 例 に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 十 三 年 第 五 号 ) の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す


